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【投資制限】 

ａ．規約に基づく投資制限 

本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。 

(1) 本投資法人は、その資産の運用を受託した資産運用会社が投資運用業に関する業務の方法を記載した書類にお

いて、運用を行う資産の種類として不動産を定めている場合に限って、規約第12条（主要投資対象の特定資産）

第1項第(1)号に掲げる不動産への投資を行うものとします（規約第15条）。なお、本資産運用会社の当該書類に

はその旨の記載があります。 

(2) 資金の借入れに関する制限 

① 本投資法人は、規約第11条（資産運用の基本方針）に従い、金商法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家

（ただし、機関投資家（租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定めるものをいいます。）に限りま

す。）からの借入れ及び投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下同じです。）の発行を行うことができ

ます。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、投資法人債を引き受ける者の募集、投資法人債原簿の作成

及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務（ただし、当該投資法人債が短期投資法人債である場合にお

いて投資法人債原簿を作成しない場合を除きます。）、投資法人債の発行に関する事務、投資法人債権者に対

する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者か

らの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託します（規約第21条）。 

② 借入れ及び投資法人債の使途は、資産の取得、修繕等、敷金・保証金の返還、分配金の支払、本投資法人の

費用の支払又は債務の返済（借入金及び投資法人債の債務の履行を含みます。）等とします（規約第22条）。 

③ 借入れ及び投資法人債の発行の限度額は、それぞれ2兆円とし、その合計額が2兆円を超えないものとします

（規約第23条）。 

④ 借入れ若しくは投資法人債の発行に際して、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます

（規約第24条）。 

ｂ．法令に基づく投資制限 

(1) 資産運用会社による運用制限 

登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社

は、本投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法

人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。 

① 自己取引等 

資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（金商法第42条の2第1号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取

引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52

号。その後の改正を含みます。）（以下「業府令」といいます。）第128条で定めるものを除きます。 

② 運用財産の相互間取引 

資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金商法第42条の2第2

号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それがないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。 

③ 第三者の利益を図る取引 

資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価

の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的を持って、正当な根拠を有しない

取引を内容とする運用を行うこと（金商法第42条の2第3号）。 

④ 投資法人の利益を害する取引 

資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害する

こととなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金商法第42条の2第4号）。 

⑤ その他業府令で定める取引 

上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融

商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為（金商法第42条の2第7号、業府令第130

条）。 

（イ） 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを
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内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（業府令第130条第1項第1

号）。 

（ロ） 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行う

ことを内容とした運用を行うこと（同項第2号）。 

（ハ） 第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照

らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第3号）。 

（ニ） 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（同項第4号）。 

（ホ） 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを

目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第5号）。 

（ヘ） 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（ただ

し、資産運用会社があらかじめ個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おう

とする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。）（同項第6号）。 

（ト） その他業府令に定められる内容の運用を行うこと。 

(2) 資産の運用の範囲 

登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、投信法所定の取引を行うことができますが、

宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工等を自ら行うことに係る取引及

び再生可能エネルギー発電設備の製造、設置等を自ら行うことに係る取引を行うことはできません（投信法第

193条、投信法施行令第116条、投信法施行規則第220条の2）。 

(3) 同一株式の取得制限 

登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、

当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません

（投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条）。 

ただし、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令その他の制限により、投信法第193条第1

項第3号ないし第5号に掲げる取引を行うことができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とす

る法人の発行する株式を取得するときは、適用されません（投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2）。 

(4) 自己投資口の取得及び質受けの制限 

投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、以下

に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません（投信法第80条第1

項）。なお、本投資法人は下記①に対応する規約の定めを有しています（規約第7条第2項）。 

① その資産を主として一定の特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との

合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。 

② 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。 

③ 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。 

④ その他投信法施行規則で定める場合。 

投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします（投信法施行規則第129条）。 

（イ） 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合。 

（ロ） 当該投資法人が有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含みます。（ハ）において同

じです。）につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により当該投資法人の投資口

の交付を受ける場合。 

（ハ） 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式

と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。 

a. 組織の変更 

b. 合併 

c. 株式交換（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式交換に相当する行為を含みま 

す。） 

（ニ） その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不

可欠である場合（投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに（イ）乃至（ハ）に掲げる場合を除きま

す。）。 
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(5) 子法人による親法人投資口の取得制限 

他の投資法人（子法人）の発行済投資口の総口数の過半数にあたる投資口を有する投資法人（親法人）の投資

口については、以下に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません（投信法第81条第1項、

第2項）。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するとき

は、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます（投信法第81条第4項）。 

① 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。 

② その他投信法施行規則で定める場合。 

投信法施行規則で定める場合は、以下に掲げる場合とします（投信法施行規則第131条）。 

（イ） 親法人投資口を無償で取得する場合。 

（ロ） その有する他の法人等の株式（持分その他これに準ずるものを含みます。（ハ）において同じです。）

につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により親法人投資口の交付を受ける場合。 

（ハ） その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに

当該親法人投資口の交付を受ける場合。 

a. 組織の変更 

b. 合併 

c. 株式交換（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式交換に相当する行為を含みま 

す。） 

d. 株式移転（会社法以外の法令（外国の法令を含みます。）に基づく株式移転に相当する行為を含みま

す。） 

（ニ） その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠であ

る場合（投信法第81条第2項第1号及び（イ）乃至（ハ）に掲げる場合を除きます。）。 

ｃ．その他の投資制限 

(1) 有価証券の引受け及び信用取引 

有価証券の引受け及び信用取引は行いません。 

(2) 集中投資 

集中投資について制限はありませんが、投資対象である不動産の選別については、地域経済リスク、地震リス

ク等に起因するキャッシュ・フローリスクを軽減することを目的として、地域分散投資を行います。原則として、

東京圏・名古屋圏・大阪圏の三大都市圏及び政令指定都市を中心に分散投資を行いますが、それ以外の地域にお

いても個別の投資資産の個別競争力等の様々な要素を考慮し投資を行います。 

(3) 他のファンドへの投資 

他のファンド（投資信託の受益証券及び投資証券）に対する投資は、主として以下の①乃至③を裏付けとする

ものに限ります（規約第12条第1項第7号及び第8号）。 

① 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

② 金銭（信託財産を主として不動産、地上権若しくは不動産の賃借権に対する投資として運用することを目的

とする場合に限ります。）、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権（受益証券が発行さ

れている場合を含みます。） 

③ 不動産等匿名組合出資持分 
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